
関税関係個別通達集（平成 26年度版）正誤表 

 

税関発給コードの発給に係る事務処理要領について 

頁 該当箇所 正 誤 

928 
第２ (10) 
４行目 

……税関ホームページ内に設置する

申請ページをいう。 
……税関ホームページ内に設置する

申請用のサイトをいう。 

928 
第５ １(1) 
２行目 

……申請書式を入手し、申請者に係る

次の事項を入力する。 
……申請書式を入手し、当該書式に申

請者に係る次の事項を入力する。 

929 

第５ １(1)②
（注） 

1 行目、2 行目 

（注） 本邦に住所又は居所（法人に

あっては、本店又は主たる事務所）を

有する輸出入者にあっては和文（漢字

及びふりがな）を、…… 

（注） 上記①及び②の事項について

は、本邦に住所又は居所（法人にあっ

ては、本店又は主たる事務所）を有す

る輸出入者にあっては和文及び英文

を、…… 

930 
第５ ３(1) 
１行目 

(1) 申請者等が……会社法人等番号

を選択した場合 

(1) 申請者等が……会社法人等番号

コードを選択した場合 

931 
第６ １行目 第６ 申請代理人による一括申請 第６ 申請代理人による一括申請に

係る発給 

931 
第６ ② 

２行目 
……仕向人・仕出人コードの申請を行

う場合。 
……仕向人・仕出人コードの申請を行

う場合 

932 
第６ ２ 
２行目 

税関は、申請に必要な上記１の事項を

入力した一括申請情報及び同意書の

提出を…… 

税関は、申請に必要な上記１の事項を

記録した電磁的記録媒体及び同意書

の提出を…… 

933 
第６ ４(1) 

1 行目 
(1) 一括申請情報に必要な上記１の

事項が…… 

(1) 一括申請情報に必要な上記１の

記録が…… 

933 
第７ １(1) 

５行目 
……申請者等は、申請者の住民票の写

し（法人登記…… 
……申請者等は、会社法人番号、住民

票の写し（法人登記…… 


